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経済区(economic zones)に勤務する従業員の

個人所得税を 50%引き下げ 
 

 

背景 

 

財務省は、2009 年 9 月 9 日付けで、Circular 176/2009/TT-BTC を公布しました。当

該 Circular は、ベトナムの経済区(economic zones)に勤務する従業員及び経済区で

事業活動を行う個人の個人所得税 50％減額についてのガイドラインとなっています。 

2008年 3月 14日付け Decree 29/2008/ND-CPによると、経済区で働くベトナム人と

外国人はその別を問わず、個人所得税の 50％減税を受けることができると規定されて

います。しかしながら、Circular 176 は誰が減税対象となるか及びどのように減税額が

決定されるかに関してより詳細に規定しています。 

Decree 29の発行前にも、各経済区において首相決定に基づく特別なルールに基づき

個人所得税のインセンティブが提供されているため、Circular 176 は、すべての経済区

で働く個人に対する個人所得税に関して矛盾が生じないように規定されています。 

Circular176 は署名日の 45 日後に発効となり、個人所得税の減免は 2009 年 1 月 1

日に遡り適用されます。 

 

減税対象となる個人 

 

Circular176 による個人所得税の減税は、ベトナム人と外国人及び居住者と非居住者

を問わず、実際に経済区で働く個人に対して適用されます。詳細は以下の通りです。 

 

 経済区にある会社と締結した労働契約に基づき、経済区で働く個人 

 経済区外の組織(外国契約者を含む)に勤務する個人で、当該組織と経済区にある

会社と間で締結された契約に基づいて、経済区内で働く個人  

 経済区の中に営業拠点を設け、経済区内の営業許可証の下で活動し、その事業

からの収入を得る個人または個人のグループ 

 経済区監理局や経済区にある国家管理機関の管理のために勤務する、または実

質的に経済区で勤務する公務員と従業員（労働契約に署名した者） 
 

従って、経済区にある組織や企業の従業員であっても、実際に経済区で勤務していな

い者は Circular176による減税の対象外となります。 

 

個人所得税の減税対象となる所得 

 

 雇用所得 ：経済区での勤務に対して支給された雇用所得 

 事業所得 ：経済区での事業活動から獲得した事業所得 
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減額される個人所得税額の計算 
 

一般的に、減額される個人所得税額は以下のように計算されます。 

居住者 

 経済区からの雇用所得/事業所得のみ有する個人の場合： 

減額される個

人所得税額 
= 

雇用所得/事業所得

に対する個人所得税

額の合計 

X 50% 

 

 経済区内外の両方からの雇用所得/事業所得を有する個人の場合： 

減額される個

人所得税額 
= 

雇用所得/事業所得に

対する個人所得税額

の合計 

X 

経済区内からの雇用

所得/事業所得 X 50% 

総所得 

 

非居住者 

減額される個

人所得税額 
= 

経済区内からの雇用

所得/事業所得 
X 

 
20% 
 

X 50% 

 

遵守手続き 
 

Circular176 は、雇用主、従業員及び事業所得のある個人が遵守すべき手続きについ

ても規定しています。ポイントは以下の通りです。 

 経済区内外の雇用主は、月次の源泉徴収時、又は月次及び年次の個人所得税

申告時に、個人所得税の減額対象となる所得に注意しなければなりません。 

 経済区外の雇用主は、税務署の要請に応じて提出できるように、経済区にある会

社、または経済区に住所のある組織または個人との間で契約書を締結しなけれ

ばなりません。 

コメント 
 

Circular 160/2009/TT-BTCに規定されている 2009年 1月から 6月の個人所得税免

除と Circular 176との関連(相互作用)については、現時点で明確ではありません。 
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